
令和８年第１回教育委員会定例会議事日程 

 

 

１ 日 時 

令和８年１月１９日（月） 午前９時３０分から 

 

２ 場 所 

島本町役場４階 議会第３・第４会議室 

 

３ 議 事  

第１  会議録確認委員の決定 

第２  第 １ 号議案  島本町子ども・子育て会議委員の委嘱について 

第３  第 ２ 号議案  島本町保育の必要性の認定に関する規則の一部改正につ 

 いて 

 

 

 

 





第  １  号 議 案  

 

島 本 町 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 委 員 の 委 嘱 に つ い て  

 

 教 育 長 に 対 す る 事 務 委 任 規 則 （ 昭 和 ３ ４ 年 島 本 町 教 育 委 員 会 規

則 第 １ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 第 １ ５ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 議 決 を 求 め ま

す 。  

 

令 和  ８  年  １  月 １ ９ 日 提 出  

 

島 本 町 教 育 委 員 会  

教 育 長   横  山    寛  
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島本町子ども・子育て会議委員名簿（案） 

 
（任期：令和７年９月２４日～令和９年３月３１日） 

 氏 名 区 分 役職等 

１ 吉 島 紀 江 学識経験を有する者 

京都華頂大学 

現代生活学部こども生活学科 

教授 

２ 岩 渕 善 美 学識経験を有する者 

平安女学院大学 

国際観光学部国際観光学科 

教授 

３ 池 尻 豊 美 学識経験を有する者 
島本町民生委員児童委員協議会 

（主任児童委員） 

４ 樽 井 茉 味 子どもの保護者 公募 

５ 佐 伯 杏 沙 子どもの保護者 公募 

６ 五十嵐 大 二 事業主を代表する者 

医療法人清仁会 

水無瀬病院 

作業療法科長 

７ 平 山 加奈子 労働者を代表する者 
連合島本地区連絡会 

（島本町教職員組合 執行委員長） 

８ 中 西 禎 一 
子ども・子育て支援に 

関する事業に従事する者 

社会福祉法人博乃会 

高浜学園 

園長 

９ 中 尾 和 代 
子ども・子育て支援に 

関する事業に従事する者 

株式会社パワフルケア 

ＲＩＣホープ水無瀬保育園 

園長 

10 中 本 眞智子 
子ども・子育て支援に 

関する事業に従事する者 
島本町社会福祉協議会 副会長 

備考 池尻氏の任期は、前任委員の残任期間（委嘱の日から令和９年３月３１日まで） 
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島本町子ども・子育て会議の概要 

 

○委員の構成 

 ⑴ 学識経験を有する者              ３人以内 

⑵ 子どもの保護者                ２人以内 

⑶ 事業主を代表する者              １人 

⑷ 労働者を代表する者              １人 

⑸ 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者  ３人以内 

○委員の任期 

 ２年以内（補欠委員の任期は、前任者の残任期間。再任あり） 

○担任事務 

 次に掲げる事項について調査審議し、町長又は教育委員会に意見を具申する。 

⑴  子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７２条第１項各号に掲げる事務

に関する事項 

⇒ 町における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要

な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること など 

⑵ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の１５及び第３４条の１５第４項

の規定によりその権限に属させられた事項 

 ⇒ 児童に対する施設職員による虐待等の事案が発生した場合に、事実確認の措置や児

童の安全確保措置を行った際の報告に対して意見を述べること 

⇒ 町長が家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業を認可しようとすることに対して

意見を述べること 

⑶ 大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例（平成１２年大阪府条例第８

号）第２条第２項の規定により町が処理することとされた事務に付随して、児童福祉法

第３５条第６項、第４６条第４項及び第５９条第５項の規定によりその権限に属させら

れた事項 

⇒ 町長が保育所の設置を認可しようとすることに対して意見を述べること など 

⑷ 島本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年島本

町条例第２４号）第４条第１項の規定によりその権限に属させられた事項 

⇒ 町長が家庭的保育事業者等に対し、最低基準を超えて、設備及び運営を向上させる

ように勧告しようとすることに対して意見を述べること 

⑸ 島本町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年島本

町条例第２３号）第４条第１項の規定によりその権限に属させられた事項 

⇒ 町長が乳児等通園支援事業者に対し、最低基準を超えて、設備及び運営を向上させ

るように勧告しようとすることに対して意見を述べること 

⑹ 島本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年島本町条例第２５号）第４条第１項の規定によりその権限に属させられた事項 

⇒ 町長が放課後児童健全育成事業者に対し、最低基準を超えて、設備及び運営を向上

させるように勧告しようとすることに対して意見を述べること 
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第  ２  号 議 案  

 

島 本 町 保 育 の 必 要 性 の 認 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 改  

正 に つ い て  

 

 教 育 長 に 対 す る 事 務 委 任 規 則 （ 昭 和 ３ ４ 年 島 本 町 教 育 委 員 会 規

則 第 １ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 議 決 を 求 め ま

す 。  

 

令 和  ８  年  １  月 １ ９ 日 提 出  

 

島 本 町 教 育 委 員 会  

教 育 長   横  山    寛  
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島 本 町 教 育 委 員 会 規 則 第   号  

 

島 本 町 保 育 の 必 要 性 の 認 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則  

 

島 本 町 保 育 の 必 要 性 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ２ ７ 年 島 本 町 教

育 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。   

島 本 町 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 施 行 細 則  

第 １ 条 中 「 に 定 め る も の の ほ か 、 保 育 の 必 要 性 の 認 定 」 を 「 の

施 行 」 に 改 め る 。  

第 ５ 条 中 「 別 記 様 式 」 を 「 様 式 第 １ 号 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １

項 を 加 え る 。  

２  法 第 ３ ０ 条 の １ ５ 第 ３ 項 に 規 定 す る 乳 児 等 支 援 支 給 認 定 証 は 、

様 式 第 ２ 号 に よ る も の と す る 。  

別 記 様 式 を 様 式 第 １ 号 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え

る 。  
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附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 島 本 町 保 育 の 実 施 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

２  島 本 町 保 育 の 実 施 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ２ ７ 年 島 本 町 教 育 委 員

会 規 則 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 中 「 島 本 町 保 育 の 必 要 性 の 認 定 に 関 す る 規 則 」

を 「 島 本 町 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 施 行 細 則 」 に 改 め る 。  
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第 ２ 号議案資料 

 

島本町保育の必要性の認定に関する規則の一部を改正する規則  

 

１ 提案理由  

乳児等通園支援事業の実施に伴い所要の改正を行うもの。  

 

２ 議案の概要  

 ⑴  題名を「島本町子ども・子育て支援法施行細則」に改めるもの。  

 ⑵  保育の必要性の認定に関する事項のみならず、子ども・子育て支援法施行

規則で定める事項の運用に関し包括的な規定となるよう趣旨を改めるもの。

（第１条関係）  

 ⑶  乳児等通園支援事業に係る認定証を新たに追加するもの。（第５条関係）  

 ⑷  本規則を引用する他規則の引用規定について所要の改正を行うもの。  

 

３ 新旧対照表  

 

４ 施行期日  

  令和８年４月１日  
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参考資料 

島本町保育の必要性の認定に関する規則の一部を改正する規則新旧

対照表 

 

改     正     案 現           行 

島本町子ども・子育て支援法施行細則  島本町保育の必要性の認定に関する規則 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５条。以

下「法」という。）、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２

１３号）及び子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４

号。以下「府令」という。）の施行                 に

関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５条。以

下「法」という。）、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２

１３号）及び子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４

号。以下「府令」という。）に定めるもののほか、保育の必要性の認定に

関し必要な事項を定めるものとする。 

  

（支給認定証） （支給認定証） 

第５条 法第２０条第４項に規定する支給認定証は、  様式第１号による

ものとする。 

第５条 法第２０条第４項に規定する支給認定証は、別記様式   による

ものとする。 

２ 法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援支給認定証は、様式第２

号によるものとする。 
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改     正     案 現           行 

  様式第１号 

 

別記様式    
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改     正     案 現           行 

様式第２号 
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島本町保育の実施に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改     正     案 現           行 

（保育の実施の解除） （保育の実施の解除） 

第５条 教育長は、島本町子ども・子育て支援法施行細則 （平成２７年島

本町教育委員会規則第２号）第４条に規定する有効期間（以下「有効期間」

という。）が満了したとき又は保護者から申出があったときは、保育の実

施を解除する。 

第５条 教育長は、島本町保育の必要性の認定に関する規則（平成２７年島

本町教育委員会規則第２号）第４条に規定する有効期間（以下「有効期間」

という。）が満了したとき又は保護者から申出があったときは、保育の実

施を解除する。 

２・３ 略 ２・３ 略 
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